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【手続補正書】
【提出日】平成29年2月3日(2017.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浴槽と洗い場とが第１方向に並ぶ浴室の天井に浴室乾燥機が設けられた浴室乾燥機付き
ユニットバスであって、
　前記浴室乾燥機は、
　前記浴室内の空気を吸い込む吸込部と、
　前記吸込部から吸い込まれた空気を流す内部流路と
　前記内部流路を流れた空気を前記浴室内に吹き出す吹出部であって、その長手方向が前
記第１方向と直交する第２方向に沿うように設けられる前記吹出部と、を備え、
　前記第１方向において、前記天井の一端部から他端部までの領域を３等分して見た場合
に、前記吹出部は前記一端部側の領域に設けられ、前記吸込部は前記他端部側の領域に設
けられており、
　前記浴室乾燥機は、前記吹出部から空気を吹き出す方向を変更する風向変更手段を備え
ていることを特徴とする浴室乾燥機付きユニットバス。
【請求項２】
　前記吹出部から前記洗い場側に向けて吹き出す空気の流量が、前記吹出部から前記浴槽
側に向けて吹き出す空気の流量よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の浴室乾燥
機付きユニットバス。
【請求項３】
　前記吹出部は、前記第１方向において前記吸込部よりも前記浴槽側に設けられ、前記浴
槽側と前記洗い場側とに向けて同時に空気を吹き出すように構成されていることを特徴と
する請求項２に記載の浴室乾燥機付きユニットバス。
【請求項４】
　前記吹出部の長手方向において、前記吹出部の一端部から該一端部寄りの前記浴室の壁
面までの距離と、前記吹出部の他端部から該他端部寄りの前記浴室の壁面までの距離とは
、いずれも前記吹出部の長手方向寸法よりも小さいことを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載の浴室乾燥機付きユニットバス。
【請求項５】
　前記吸込部の長手方向において、前記吸込部の一端部から該一端部寄りの前記浴室の壁
面までの距離と、前記吸込部の他端部から該他端部寄りの前記浴室の壁面までの距離とは
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、いずれも前記吸込部の長手方向寸法よりも小さいことを特徴とする請求項１乃至４のい
ずれか１項に記載の浴室乾燥機付きユニットバス。
【請求項６】
　前記吸込部及び前記吹出部は、それぞれの長手方向が互いに略平行となるように設けら
れていることを特徴とする請求項４又は５に記載の浴室乾燥機付きユニットバス。
【請求項７】
　前記吹出部は、単一の開口で構成されていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載の浴室乾燥機付きユニットバス。
【請求項８】
　前記吹出部は、単一の開口で構成されていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれ
か１項に記載の浴室乾燥機付きユニットバス。
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